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◎指定緊急避難場所 （風水害）  
 台風、大雨災害から緊急に逃れるため、市が開設する避難場所です。 

お住まいの地域 施設の名称 所在地 

元町、1区～18区、石丸、赤坂 
峰山小学校（体育館） 峰山町不断 1 

峰山地域公民館 峰山町杉谷 1030 

安、西山、小西、菅、新治 いさなご小学校（体育館） 峰山町安 9 

二箇、久次、五箇、鱒留 峰山林業総合センター※ 峰山町五箇 44-1 

長岡 長岡小学校(体育館） 峰山町長岡 60 

新町、荒山 
峰山中学校（体育館）※ 峰山町荒山 88 

荒山区公民館 新館 峰山町荒山 1255 

内記、丹波、矢田、橋木 丹波体育館※ 峰山町丹波 551-1 

 

 

 

◎指定緊急避難場所 （地震）  
 地震災害から緊急に逃れるため、市が開設する避難場所です。 

お住まいの地域 施設の名称 所在地 

元町、1区～18区、石丸、赤坂 峰山小学校（体育館） 峰山町不断 1 

安、西山、小西、菅、新治 いさなご小学校（体育館） 峰山町安 9 

二箇、久次、五箇、鱒留 五箇体育館 峰山町五箇 1 

長岡 長岡小学校(体育館） 峰山町長岡 60 

峰山町全域 峰山中学校（体育館） 峰山町荒山 88 

新町、荒山 
荒山区公民館 新館 峰山町荒山 1255 

しんざん小学校（体育館） 峰山町荒山 1300 

内記、丹波、矢田、橋木 丹波体育館 峰山町丹波 551-1 

 

 

◎指定緊急避難場所 （大規模な火災）  
 大規模な火災が発生した時の一時的な避難場所です。 

お住まいの地域 施設の名称 所在地 

元町、1区～18区、石丸、赤坂 
峰山小学校（グラウンド） 峰山町不断 1 

峰山庁舎前防災広場 峰山町杉谷 889-1 

安、西山、小西、菅、新治 いさなご小学校（グラウンド） 峰山町安 9 

二箇、久次、五箇、鱒留 五箇グラウンド 峰山町五箇 1 

長岡 長岡小学校(グラウンド） 峰山町長岡 60 

菅、新治、二箇、久次、長岡 峰山途中ヶ丘公園（芝生広場） 峰山町長岡 876 

新町、荒山 
峰山中学校（グラウンド） 峰山町荒山 88 

しんざん小学校（グラウンド） 峰山町荒山 1300 

内記、丹波、矢田、橋木 丹波グラウンド 峰山町丹波 551-1 

【注：大規模な火災は、その施設のグラウンド等の屋外を避難場所とします。】 

◎福祉避難所  
 避難に特段の配慮が必要な避難者の優先的な避難所です。 

施設の名称 所在地 

峰山総合福祉センター※ 峰山町杉谷 691 

峰山地域公民館 峰山町杉谷 1030 

【福祉避難所には保健師を配置しています。】 

 

◎地区避難所  
 地域の状況により、地元区などが開設する自主避難所です。（津波、大規模な火災は想定していません。） 

施設の名称 所在地 風水害 地震 

第２区公民館 峰山町上 46-3 ○ × 

東地区公民館 峰山町杉谷 383 ○ ○ 

安区公民館 峰山町安 637 ○ ○ 

菅区公民館※ 峰山町菅 575-1 ○ ○ 

新治公民館 峰山町新治 456-4 ○ ○ 

二箇公民館※ 峰山町二箇 245 ○ ○ 

長岡地区公民館 峰山町長岡 95 ○ ○ 

内記区公民館 峰山町内記 300 ○ ○ 

丹波公民館※ 峰山町丹波 1022 ○ ○ 

赤坂公民館 峰山町赤坂 752 ○ ○ 

新町区公民館 峰山町新町 200-14 ○ ○ 

橋木作業場 峰山町橋木 984 ○ × 

 

◎指定避難所  
 災害の危険性がなくなるまでの一定期間滞在するため、市が開設する避難所です。 

施設の名称 所在地  施設の名称 所在地 

峰山小学校 峰山町不断 1  峰山中学校※ 峰山町荒山 88 

いさなご小学校 峰山町安 9  しんざん小学校※ 峰山町荒山 1300 

五箇体育館 峰山町五箇 1  丹波体育館※ 峰山町丹波 551-1 

長岡小学校 峰山町長岡 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

 

 

 

京丹後市 

総務部総務防災課 
TEL：0772-69-0140／FAX：0772-69-0901 

京丹後市峰山町杉谷８８９番地 

市長公室峰山市民局 
TEL：0772-69-0711／FAX：0772-62-6716 

京丹後市峰山町杉谷８８９番地 

（令和８年３月） 

避難するときのマイ・タイムラインを作成しましょう！ 

自分や家族が 「いつ」 ・ 「どこへ」・ 「どのように」 避難するかをあらかじめ定めておくことで 

災害時に迷わず避難することができます。 

 

緊急 ２次 

緊急 
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【留意事項】 

●２次の避難所は、長期間にわたって避難する必要がある場合に開設します。 

●※印の避難所等については、想定最大規模降雨（概ね 1,000年に一度の大雨）による浸水の危険がある場合は 

２階（校舎等）または最寄りの指定緊急避難場所（風水害）を避難先とします。 

●自宅からの避難経路等を確認し、安全に避難できる場所を選んでください。 

●施設の名称については、今後変更となる場合があります。 

緊急 

【警戒レベルと避難情報について】 

●警戒レベル３（赤色） 高齢者等避難……災害のおそれがある状況。危険な場所から高齢者等は避難。 

●警戒レベル４（紫色） 避難指示…………災害のおそれが高い状況。危険な場所から全員避難。 

●警戒レベル５（黒色） 緊急安全確保……災害発生又は切迫している状況。命の危険！直ちに安全確保！ 

緊急 

２次 


